
景観まちづくりアドバイザー要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、千葉市都市景観条例（平成８年千葉市条例第２２

号。以下「条例」という。）の円滑かつ適正な運用を図るため、市長

の要請に応じて、専門的立場から市、市民及び事業者に対して都市景

観の形成に係る情報の提供、助言等を行う景観まちづくりアドバイザ

ー（以下「アドバイザー」という。）に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

（職務等） 

第２条 アドバイザーは、次の各号に掲げる業務に関し、情報の提供、

助言等を行うものとする。 

（１）景観法第１６条に規定する行為の届出をした者に対する助言又は

指導に関する業務 

（２）条例第７条に規定する市民及び事業者の啓発に関する業務 

（３）条例第９条に規定する都市景観の形成を推進するための諸制度の

活用に関する業務 

（４）条例第２０条に規定する都市景観デザイン市民団体に対する技術

的援助に関する業務 

（５）市が実施する都市景観の形成に関する業務 

（６）千葉市まちづくりデザイン協議実施要綱第３条に規定するまちづ

くりデザイン協議に関する業務 

（７）その他都市景観の形成に関して専門家の助言を受けることが必要

な業務 

２ アドバイザーは、職務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。

アドバイザーを退いた後も同様とする。 

（選任） 

第３条 アドバイザーは､都市景観の形成に関して専門知識又は経験を

有する者のうちから市長が選任する。 

（任期） 

第４条 アドバイザーの任期は、２年以内とし、再任を妨げない。 

２ 市長は、アドバイザーが次の各号の一に該当する場合は、その職を解くことがで

きる。 



（１）辞職を申し出たとき 

（２）職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えないとき 

（３）その他アドバイザーとしてふさわしくないと市長が認めたとき 

（謝金及び費用弁償） 

第５条 別に定める「景観まちづくりアドバイザーに係る謝礼金の取扱

基準について（千葉市都市局）」に基づき、アドバイザーの活動の実

績に応じ予算の範囲内において報償費及び実費弁償を支給するもの

とする。 

（補則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、景観まちづくりアドバイザーに

関し必要な事項は、都市局長が定める。 

   附  則 

 この要綱は、平成９年８月１１日から施行する。 

   附  則 

 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２２年１２月２１日から施行する。 

   附  則 

 この要綱は、平成２５年５月１日から施行する。 

   附  則 

 この要綱は、令和６年２月１日から施行する。 


